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Mobile Access Gateway IC 
 

● 32 ビット S1C33000 RISC コア 
● HDLC コントローラ 
● 3ch SIO 
● PDC/PHS/CdmaOne インタフェース*1 
● 積和演算機能 
● 8K バイト RAM 内蔵 
● A/D 内蔵 
● 高速 DMA、インテリジェント DMA 
● 低消費電力 
注：*1 ソフトウェアモデムモジュールとの組み合わせにより実現

が可能です。 

 
 概要 

S1C33210は CMOS 32ビット RISCコア S1C33000を中心に、HDLCコントローラ、3chのシリアルインタフェース、8K バイトの RAM、

DMA、タイマ、A/D 変換器などを内蔵したマイクロコンピュータです。高速動作、低消費電力の特長を持ち、HDLC コントローラ、SIO
などモバイルアクセスに必要な全ての機能を搭載していますので、データ通信アダプタ、PDA などの携帯情報機器への応用に最適

です。また、内蔵の積和演算命令機能と A/D 変換器との組み合わせにより、音声認識・合成処理などのデジタル信号処理を実現で

きますので、携帯型のマルチメディア端末への応用が可能です。 
 

 特長 
●CMOS LSI 32 ビット並列処理 S1C33000 RISC コア 
●メインクロック  650MHz（Max.、4 逓倍 PLL 内蔵） 
●サブクロック  32.768kHz(Typ.) 水晶発振 
●命令セット  16 ビット固定長、直行性の良い 105 種類の命令 
   積和演算命令(MAC 命令 2 サイクル実行) 
●内蔵 RAM 容量  8,192 バイト 
●計時タイマ  1ch. 
●プログラマブルタイマ 8 ビット × 6ch.、16 ビット × 6ch. 
●PWM タイマ  16 ビットプログラマブルタイマにより実現 
●ウォッチドッグタイマ  16 ビットプログラマブルタイマにより実現 
●PDC インタフェース  1ch（. 制御シリアルインタフェースは SIO により実現） 
●PHS インタフェース  1ch（. 制御シリアルインタフェースは SIO により実現） 
   32kbps/64kbps 対応、I.460 速度変換機能内蔵 
●HDLC コントローラ  1ch. 
●シリアルインタフェース 3ch. 
   クロック同期式・調歩同期式を選択可能 
   赤外線(IrDA)インタフェースとしても使用可 
●10 ビット A/D 変換器 逐次比較方式 入力 8ch. 
●高速 DMA  4ch. 
●インテリジェント DMA 128ch. 
●汎用入出力ポート  入力 7 ビット、入出力 27 ビット 
   端子は内蔵周辺回路の入出力と兼用 
●割り込みコントローラ 外部割り込み: 10 種類 
   内部割り込み: 29 種類 
●外部バスインタフェース アドレス 24 ビット、データ 16 ビット、チップイネーブル 7 本 
   DRAM、バースト ROM 直結可能 
●出荷形態  QFP15-128pin 
●電源電圧  内部動作電圧：2.7～3.6V 
   I/O 電圧：2.7～3.6V 
●消費電流  SLEEP 時：4μW Typ. 
   通常動作時：230mW Typ（. 3.3V、50MHz） 
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本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。 

本資料の内容については、予告無く変更することがあります。 
1. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします。 
2. 本資料に掲載される応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これら起因する第三者の知的財産権およびその他の権利侵害あ

るいは損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利

の実施権の許諾を行うものではありません。 
3. 特性値の数値の大小は、数直線上の大小関係で表しています。 
4. 本資料に掲載されている製品のうち「外国為替及び外国貿易法」に定める戦略物資に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出許可

が必要です。 
5. 本資料に掲載されている製品は、生命維持装置その他、きわめて高い信頼性が要求される用途を前提としていません。よって、弊社は本（当該）製品

をこれらの用途に用いた場合のいかなる責任についても負いかねます。 
6. 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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